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川崎市政の推進につきましては、日ごろから格別の御高配をいただ

き厚く御礼申し上げます。

大正１３年に人口５万人で誕生した川崎市は、今では人口が１４８

万人を超え、現在も伸び続けているとともに、生産年齢人口の割合

が約７０％を占める若い世代が支える都市です。

また、市内へ研究開発機関が次々に立地し、その数が約４００に及

ぶなど、近年、川崎の「成長力」が高まってきております。

こうした川崎をさらに、一歩先へ、もっと先へ進めるため、本年３

月に策定した「川崎市総合計画」に基づき、「安心のふるさとづくり」

と「力強い産業都市づくり」を基本とした「成長と成熟の調和によ

る持続可能な最幸（さいこう）のまち  かわさき」の実現をめざし

た取組を推進しているところです。

今後、少子高齢化と人口減少が急速に進んでいく中で、自治体の歳

入が大幅に増加することが見込めない一方で、多様化・増大化して

いく市民ニーズにきめ細かく対応するためには、地域経営の視点を

持って効果的かつ効率的なサービスの提供に努めていくことが必要

です。

このためには、国と地方の役割分担を明確にした上で、地方が担う

べき分野については国の関与を廃すとともに、財政面においても自

立できるよう税源移譲を進めることが不可欠です。

こうした真の分権型社会の実現に向けて、国の制度改善を要請する

事項や、本市の事務事業の推進にあたり適切な財政措置が必要な事

項を中心として取りまとめました。

つきましては、平成２９年度国家予算編成において、本市の要請事

項について、特段の御配慮をお願いいたします。

平成２８年５月

川崎市長 





重 点 要 請 事 項

○ 安 心 の ふ る さ と づ く り 

地方税財源の充実確保について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

県費負担教職員制度の見直しに伴う財源措置について【新規要請項目】・・・  ３ 

障害者制度改革に係る財政措置等について・・・・・・・・・・・・・・・・  ５

「介護サービス制度」の改善について・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７

セーフティネットの更なる充実等について・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

子ども・子育て支援事業計画の着実な推進と質の確保に向けた取組 

及び子どもの医療費の助成の在り方の検討について・・・・・・・・・ １１ 

安全・安心で良好な教育環境の充実について・・・・・・・・・・・・・・・ １３

○ 力 強 い 産 業 都 市 づ く り 

殿町国際戦略拠点（KING SKYFRONT）における 

国家戦略特区の取組推進とイノベーション創出について・・・ １５ 

 “水素社会”の実現に向けた川崎水素戦略の着実な推進について・・・・・  １７ 

羽田連絡道路をはじめとする 

臨海部地域の交通ネットワーク基盤の整備・充実について・・・ １９

※【新規要請項目】とは、今年度要請にて新規に項目立てをしたもの 



地方税財源の充実確保について 

【内閣府・総務省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 真の分権型社会の実現に向けた改革では、国と地方が分担すべき役割を明確にし、地方の

自主性及び自立性を高めるとともに、新たな役割分担に即した国と地方の税源配分への見直

しなどを、国と地方が対等な立場で十分な議論を行いながら進め、国に依存した財源の規模

を縮減し、地方自治体の財政運営の自由度を高めるとともに、国・県・市町村の三層構造に

よる重複の無駄を省く国全体の構造改革を進めることが重要です。

○ 指定都市は、圏域の中枢都市としての役割や人口の集中・産業の集積に伴う大都市特有の

財政需要を抱えています。加えて、指定都市には事務配分の特例により道府県の事務・権限

が移譲されておりますが、地方税制は事務・権限等に関わりなく画一的であるため、必要な

財源について、税制上の措置が不十分となっています。このため、指定都市が大都市特有の

財政需要や事務配分の特例に対応した財政運営を行えるよう、個人・法人所得課税及び消費・

１ 現行６：４となっている国と地方の「税の配分」を、まずは５：５となるようにするこ

と。さらに、地方税の配分割合を高めることにより、国と地方の新たな役割分担に応じた

「税の配分」とすること。

２ 大都市特有の財政需要や事務配分の特例等に対応するため、国・道府県から指定都市へ

の税源移譲を行うこと。

３ 国庫補助負担金は、国が担うべき分野については必要な経費全額を国が負担するととも

に、地方が担うべき分野については、国庫補助負担金を廃止し、所要額を全額税源移譲す

ること。
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流通課税に係る国・道府県からの税源移譲により大都市税源の充実強化を図るべきです。

○ 国庫補助負担金については、地方への税源移譲を中心とした抜本的改革を進めるべきであ

り、国は速やかにその工程を明らかにするべきです。 

国６：地方４

国・地方における税の配分状況（平成28年度）

61兆1,967億円
61.2％

38兆7,742億円
38.8％

地 方 税

国 税

72兆6,973億円
72.7％

27兆2,736億円
27.3％国

地 方

地 方 税 38兆7,742億円

：

税
源
移
譲

総額 99兆9,709億円

地方税

国 税

地 方

国

５

：

５

地方税

国 税

地方の

役割

国の役割

税の配分 税の実質配分 税の配分 税の実質配分 役割分担

《現 状》 《まずは》 《さらに》

真の分権型社会の実現

国５：地方５
国と地方の新たな役割分担

に応じた「税の配分」

総額 99兆9,709億円

税の配分

「税の配分」の
抜本的な
是正が必要！

さ
ら
な
る

税
源
移
譲

地方交付税17兆6,622億円
地方譲与税 2兆4,322億円
国庫支出金14兆4,712億円
国直轄事業
負担金 △6,425億円

４

６

：

７

３

国・地方間の税源配分の是正

複数の基幹税の
配分割合の

大幅な引上げなど

この要請文の担当課／財政局財政部資金課 TEL 044-200-2183

道道府府県県にに代代わわっってて負負担担ししてていいるる経経費費
（特例経費一般財源等所要額） 同同左左税税制制上上のの措措置置

１９０億円 

地方自治法に基づくもの 
土木出張所 

定時制高校人件費 
国・道府県道の管理等 

１４２億円 

４８億円  
（税制上の措置済額） 

税制上の措置不足額 

これに加え、道府県から指定都市への事務移譲・権限移譲に伴い、所要額について
税制上の措置が必要！！

大都市の事務配分の特例に伴う税制上の措置不足額（平成28年度予算に基づく概算）

注 地方法人税の拡大の影響により、今後、市町村と国との税の配分格差がさらに拡大する。 
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県費負担教職員制度の見直しに伴う財源措置について 

【総務省・文部科学省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 平成２５年１１月、指定都市所在道府県と指定都市は、国の適切な地方財政措置

を前提として、県費負担教職員の給与負担などの包括的な権限を指定都市へ移譲す

ること及び個人住民税所得割２％の税源移譲を行うことに合意しました。この合意

を踏まえ、関係法律の改正が第４次一括法として平成２６年６月に公布されたとこ

ろです。 

○ 平成２９年４月に予定されている権限移譲に向けた地方財政措置の検討に当たっ

ては、現在道府県が提供している教育行政の水準を、指定都市への権限移譲後にお

いても維持できるよう、国は引き続き指定都市と協議の上、指定都市の財政運営に

支障がない適切な方法を早急に設定すべきです。 

○ 基準財政需要額については、小・中・特別支援学校に係る教職員の給与、共済費、

退職手当及び移譲により生ずる事務関係経費等に関し、適切に所要額全額を算定す

べきです。基準財政収入額については、指定都市と道府県の合意の前提である財政

中立の観点から、適切に算定すべきです。

○ 移譲初年度においては移譲税源が平年度化しないおそれがあることから、移譲税

県費負担教職員の給与などの負担、定数の決定、学級編制基準の決定等、県費負

担教職員制度に係る包括的な権限が指定都市に移譲されることに伴い必要となる

財源について、現在道府県が提供している教育行政の水準を維持できるよう、教職

員給与はもとより、移譲に係る事務関係経費を含めた所要額全額を適切かつ確実に

措置すること。
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源相当額が確実に指定都市の歳入となるよう、適切な措置を講ずるべきです。 

○ 人事・給与等に関するシステム構築など、移譲に係る経費についても、所要額全

額を国において適切かつ確実に措置すべきです。

権限移譲に係る人件費・システム構築・運用経費

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度以降

人件費 ０．７ ０．９ ０．９ ０．９

システム構築経費 － ０．８ １．２ －

システム運用経費 － － － ０．４

合  計 ０．７ １．７ ２．１ １．３

この要請文の担当課／財政局財政部資金課              ℡044-200-2183 

          教育委員会事務局職員部県費教職員移管準備担当 ℡044-200-0366 

（単位：億円）

平年度

税源移譲初年度

特別徴収の年度切り替え
6月

県の歳入 市の歳入

110 287

うち普通徴収分 ４、５月分 うち特別徴収（給与）分（６月～３月）

110 48 239

税源移譲初年度における個人住民税の状況

本市収支フレームに基づく試算（平成29年度）

（単位：億円）

個人住民税所得割　２％

397
うち普通徴収分 うち特別徴収（給与）分（４月～３月）

-4-



障害者制度改革に係る財政措置等について   

【厚生労働省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 障害児については、平成２４年４月に児童福祉法において、「放課後等デイサービス」等

により、授業の終了後又は学校の休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交

流の促進を行う支援を行うことで、結果として、御家族のレスパイトや就労支援に役立って

います。しかしながら、特別支援学校等を卒業し、障害者総合支援法上のサービス利用とな

ると、特に生活介護の事業所に通所し、１６時から１７時には帰宅し、一人でいることが困

難な場合、御家族の就労継続が困難になることなど、障害児と同様な制度の充実を求める声

が年々増加していることから、生活介護事業所における延長支援の充実が求められている状

況です。生活介護事業所からは、採算性や職員体制を確保するために十分な報酬になってい

ないといった御意見をいただいており、当該加算の見直しが必要です。 

○ 平成２５年４月に施行された障害者総合支援法では、障害者の地域における共生の実現に

向けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、全国一律の法定障害福祉

サービスと併せて、自治体の裁量において地域の実情やニーズに沿った様々な支援を提供す

る地域生活支援事業を位置づけております。この事業は障害者が地域で生活していくうえで

必要不可欠なものであり、今後も事業を安定的に継続して実施していくためには、相当額の

財源を確保する必要がありますが、国からの補助金は、要綱に基づく交付額に達していない

状況が続いています。 

１ 障害者総合支援法に基づく生活介護サービス等の報酬について、現状を踏まえ、適切な単

価を設定すること。 

２ 地域生活支援事業について、その必要な経費について、十分な財政措置を講じること。

３ 就労希望者数の増加を踏まえ、障害者就業・生活支援センターの設置・運営費について、

十分な財政措置を講ずること。 
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○ 障害者就業・生活支援センター事業は、都道府県の地域生活支援事業と位置づけられてお

り、国の方針では、各都道府県の指定する障害保健福祉圏域ごとに１箇所程度の設置となっ

ております。本市においては、市全域が１つの障害保健福祉圏域となっており、都道府県の

地域生活支援事業の対象は１か所ですが、同センターは企業就労を希望する障害者と一般企

業を結ぶ「つなぎ」という重要な役割を担っており、就労支援は障害のある方が地域で自立

した生活をしていくための重要な支援であることと併せて、より身近な地域で支援を提供す

ることが効果的であることから、本市においては、市域を南部・中部・北部に分けての３か

所設置しております。障害者数や企業数などの就労実績に直結する要因は、都市部、地方に

よって障害保健福祉圏域ごとに異なることから、地域の実情に応じて複数設置するなどの柔

軟な対応が求められております。 

■ 費用 

○ 平成２９年度地域生活支援事業費 約１５億円（国費1/2 約７億円） 

■ 効果等 

○ 国と自治体の負担責任の適正化 

○ 障害者制度改革の推進と効果的な制度運用 

（表１）地域生活支援事業の実績【平成26年度実績額】          （単位：百万円） 

事 業 費 
要綱に基づく 

交付額（Ａ） 
交付額（Ｂ） 

川崎市超過負担分 

（Ａ）－（Ｂ） 

１，３３７ ６８８ ４２４ ２６４

（表２）障害者就業・生活支援センター等登録者数の推移            （単位：人） 

設置数 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

障害者就業・生活支援センター 

（国庫補助対象） １か所 ２４０ ２６７ ３２７ ４１０

障害者就労援助センター 

（本市単独設置） 
２か所 ３５３ ４２７ ５０２ ６４９

この要請文の担当課／健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 TEL 044－200－2663
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「介護サービス制度」の改善について 

【厚生労働省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 高齢者人口、要介護認定者の増に伴い、介護給付費が増加し、介護保険料も上昇し

ています。 

○ 現行の介護報酬制度は、要介護度が改善すると、報酬が減る仕組になっています。 

○ 要介護度の改善等を図った場合、介護サービス提供事業者に対し、一定のインセン

ティブが付与される新たな介護報酬制度に見直しを図ることが必要です。また、長期

にわたって、要介護度等を維持した場合にも同様な仕組が必要です。 

○ 本市では、要介護度等の改善・維持の促進を図る仕組により、無理なく安心して介

護サービスを利用でき、いつまでも「元気なお年寄り」でいていただけることを目的

として、学識経験者や介護関係団体などの有識者から意見をいただきながら検討を行

う「かわさき健幸福寿プロジェクト」を庁内に設置しております。 

○ このプロジェクトにおいて、介護サービス提供事業者の質の評価を行い、要介護度

や日常生活動作の改善・維持について、効果のあった事業者に対し、一定のインセン

ティブが付与される新たな仕組を平成２８年度から開始します。 

■ 効果等 

○ 要介護度等の改善・維持が図られた場合、一定のインセンティブが付与される新た

な介護報酬制度により、介護保険給付費及び介護保険料の上昇の抑制につながります。 

○ 介護給付費及び介護保険料の上昇の抑制により、超高齢社会にあっても、介護保険

制度が維持可能な制度として継続が図られます。 

○ 実際にサービスを提供している介護現場において、自治体独自の取組により得られ

た効果等の検証結果を国にフィードバックすることで、新たな介護保険制度の見直し

に際し、有効な基礎資料として活用することができます。

１ 要介護度等の改善・維持を図った介護サービス提供事業者に対し、インセンティ

ブを付与するなど、新たな介護報酬制度の構築に向けて取組を進めること。 

２ 自治体が独自に取り組む事業に対する補助制度を創設し、新たな介護報酬制度を

構築するまでの間、財政支援すること。 
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 高齢者人口の推移  要介護認定者数の推移 

 介護保険料・給付費の推移 

 要介護度改善と介護報酬 

 この要請文の担当課／健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 TEL044-200-2647

介護保険料・給付費 

共に増加傾向 

一
人
当
た
り
の
給
付
額

要介護度が改善すると

介護報酬が減少する仕組

かわさき健幸福寿プロジェクトイメージ図 

要介護度が1段階改善

↓

1人当たりの介護報酬　年約26万円の減

国　　庫　２５．０％

保険料　　５０．０%

県　　費　１２．５％

本市支出　１２．５％

給付費及び保険料

上昇の抑制効果

要介護度等の改善・維持

在宅生活の

維持・継続
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セーフティネットの更なる充実等について   

【厚生労働省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 生活保護制度の適正化に向け、指定都市市長会及び全国市長会を通じ、年金制度

など社会保障制度全般のあり方の見直しとともに、医療費の一部自己負担など、生

活保護制度の抜本的な見直しについて提案してきました。しかしながら、超高齢社

会の進展に伴い、今後も高齢者世帯は増え続けることが見込まれています。生活保

護制度は、憲法第２５条の理念に基づき、国の責任において全国一律に実施する制

度であり、国がその費用の全額を負担するべきものです。 

○ 平成２７年に施行された生活困窮者自立支援法に基づき、本市では、「川崎市生活

自立・仕事相談センター（だいＪＯＢセンター）」を開設し、生活困窮者の自立に向

けて、相談支援を行っています。一方で、国においては、同法に必須事業、任意事

業が位置付けられましたが、その事業ごとに国庫負担（補助）基準額が設定され、

実質的に国の負担（補助）に上限が示されています。また、学習支援事業は、国が

その費用を全額負担し実施してきたところ、同法の施行に伴い、基準額及び補助率

が設定されましたが、「貧困の連鎖の防止」に向けて、更なる事業の充実が必要です。 

○ 国が実施している生活困窮者支援に携わる相談員の人材育成については、全国一

律の制度として、更なる人材育成の充実・強化が求められています。 

■ 本市の取組 

 ○ 生活保護制度については、これまで国の補助金を積極的に活用し自立に向けて多

様な就労支援等に取り組んできました。しかしながら、就労能力や就労意欲に欠け

る対象者が残っており、更なる就労支援等の構築が必要です。 

 ○ 生活困窮者自立支援制度に係る国庫補助（負担）事業について、平成２８年度は、

市負担分を予算化することで事業実施を図っていますが、平成２９年度においては、

補助基準額が減額されるため、同規模の事業実施が困難になります。 

１ 生活保護費については、全額国庫負担とすること。 

２ 生活困窮者自立支援法の施行に伴い、法律に位置付けられている事業を確実に実

施するため、必要な予算措置を行うこと。また、生活困窮家庭の子どもへの学習支

援事業などの任意事業については、緊急性に鑑み、国の補助割合を増額すること。 

３ 生活困窮者支援の相談員育成について、生活困窮者自立支援制度における人材養

成研修を拡充するなど、国が責任を持って人材の養成を行うこと。 
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　●　　平成26年度　　　　　　　　　⇒ 平成27年度～平成28年度　　・・・　制度化による補助率（3/4、2/3、1/2）の削減

　　　（モデル事業（10/10）） 平成29年度　　・・・　経過措置の終了による補助基準額の減額

  この要請文の担当課／健康福祉局生活保護・自立支援室　  TEL 044-200-2643   

（単位：千円）

市事業名
（国庫補助事業メニュー名）

事業費 事業費 事業費

（補助基準額） 国庫補助額 市負担額 （補助基準額） 国庫補助額 市負担額 （補助基準額） 国庫補助額 市負担額

①　生活自立・仕事相談センター
　　 事業（自立相談支援事業）

②　ホームレス巡回相談事業
　　　（自立相談支援事業）

③　ホームレス自立支援センター
     事業  【３事業合計】
　　（自立相談支援事業）

④　ホームレス自立支援センター
     事業  【３事業合計】
　　（一時生活支援事業）

2/3
146,9070
（363,600）

97,938 48,969
182,4890
（363,600）

121,659 60,830
182,4890
（333,000）

121,659 60,830

⑤　住居確保給付金事業
　　 （住居確保給付金）

3/4
26,5370
（　-）

19,902 6,635
30,1790
（　-）

22,634 7,545
30,1790
（　-）

22,634 7,545

⑥　学習支援事業
　　 （学習支援事業）

1/2
40,000０
（51,840）

20,000 20,000
50,000
(47,500)
(66,700)

25,000 25,000
50,000
(47,500)
(66,700)

25,000 25,000

合計 467,880 329,773 138,107 553,965 397,784 156,181 521,668 363,543 158,125

平成27年度申請額

228,491
291,2970
（316,800）

259,0000
（259,000）

平成29年度見込額
（平成28年度ベース）

生活困窮者自立支援法

194,250 64,75062,806

平成28年度申請予定額

254,4360
（316,800）

191,933 62,5033/4

補助率

２ 生活困窮者自立支援制度にかかる国庫補助額について

１ 本市における生活保護受給世帯の現状

高齢化の進展に
伴い増え続ける
高齢者世帯

本市扶助費の推移 〔単位：億円〕

扶助費総額 うち国負担 うち市負担

H15決算 404 295 109

H20決算 446 330 116

H28予算 602 443 159

※学習支援事業の66,700千円は、高校中退防止加算額（7,200千円）と家庭訪問加算額（12,000千円）を含む。

※ ※
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子ども・子育て支援事業計画の着実な推進と 

質の確保に向けた取組及び子どもの医療費の 

助成の在り方の検討について 

【内閣府・文部科学省・厚生労働省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 本市の人口は、依然として増加の一途を辿っており、これに伴って就学前の子ど

もの数が増加しています。また、核家族化の進行や共働きをする子育て家庭の増加

などの影響により、保育所利用申請者数は毎年増加しています。

平成２７年度については、１，６０５人分の認可保育所の整備や、１７０人分の地

域型保育事業の整備のほか、幼稚園の認定こども園の移行等により９５人分確保する

など、平成２８年４月に向けて全市で１，８７０人増の２４，７３９人の保育受入枠

を確保したところです。

平成２８年４月には、厚生労働省から「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施

策について」が示されたところですが、本市の今後の「量の見込み」は、引き続き増

加が見込まれており、さらなる保育環境の整備や、地域ごとの保育需要への的確な対

応が必要であり、施設整備費に対する継続的な財政措置が必要です。

○ 幼稚園の実績と環境を活かし、さらに充実した教育・保育を実施し、多様なニー

ズへの対応を図るため、希望する施設が円滑に認定こども園に移行するための支援

や、保育の質の向上を図るため、認可外保育施設の認可化及び地域型保育事業に移

行するための支援を行うためには、継続的な財政措置が必要です。 

１ 増大する保育ニーズに対応するため、保育所、小規模保育事業等の増設に係る必

要な財政措置を継続的に行うこと。 

２ 幼保連携型認定こども園の設置や幼稚園からの認定こども園への移行促進、認可

外保育施設の認可保育所や小規模保育事業等への移行支援を図るため必要な財政

措置を継続的に行うこと。 

３ 公定価格における質の改善事項について、児童や保育士等の処遇向上のため、１

歳児及び４・５歳児の職員配置の改善に係る財源を確保し、早期実現に努めること。 

４ 幼稚園就園奨励費補助事業に係る市町村に対する実質的な補助を拡充し、市町村

の超過負担の解消を図るため必要な財政措置を継続的に行うこと。 

５ 我が国の喫緊の課題である少子化対策として、国の責任において、子どもの医療

費の助成について、全国一律の制度として構築すること。
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○ 国の公定価格における３歳児の職員配置の改善（２０：１⇒１５：１）について

は、平成２７年４月に導入が図られたところですが、１歳児（６：１⇒５：１）及

び４・５歳児（３０：１⇒２５：１）の職員配置の改善については、財源の確保が

困難として実施時期が未定となっています。児童や保育士等の処遇改善として実効

性を担保するためにも、早期に財源を確保し、加算等の仕組みを構築することが必

要です。 

○ 幼稚園就園奨励費補助事業について、国の平成２７年度の取組として、補助割合

を１／３とし、市町村の超過負担を解消することとしていましたが、実際には補助

割合である１／３に満たず、市が約９，２００万円の超過負担をしています。 

○ 医療保険制度における自己負担割合は、義務教育就学前は２割、義務教育就学後

以降は３割とされているところ、全ての地方自治体において地方単独事業により、

更に軽減措置を講じていますが、地域間での格差が生じています。 

本市でも、子育ての不安を解消し、安心して子どもを産み育てることのできる環境

づくりを進めるため、小児医療費助成制度の拡充に取組んでいますが、拡充に当たっ

ては、財政の負担が大きくなっています。 

待機児童数の推移 保育所等の整備数・整備費の推移 

本市の職員加配基準 

平
成
２
９
年
度
以
降
も
継
続
的
な
取
組
が
必
要

幼稚園の新制度への移行 

認可外保育事業の新制度への移行 

3,690

2,228

2,989
2,679 2,635

25 25

38

23 25

0 0

17
8 5

0
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70

80

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

整備費(百万円)
保育所整備数

小規模保育整備数

2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

認可保育所 － 4 4
地域型保育事業 － 37 6
認可外保育施設 156 134 137

2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

認定こども園 2 2 3
幼稚園(施設給付型) － 4 4

幼稚園 84 80 78

国基準（公定価格ベース） 本市職員加配基準（民営保育所）

保育士
（年齢別配置基準）

0歳3人につき1人、1・2歳6人につき1人
3歳20人につき1人（15人につき1人の場合加算）
4歳以上30人につき保育士1人

※産明け対象児童2人につき1人加配
※障害児の受入れに対し加配
※看護師の配置を指導

年休代替要員 1施設に1人配置

休憩・休息要員 保育士4人につき1人加配

配置を要する保育士
保育標準時間認定を受けた子どもが利用　 １人加算
主任保育士を主任業務に専任化させるための代替保育士
１人加算

※国基準に準拠

調理員
定員40人以下：調理員1人
定員41人～150人：調理員2人
定員151人以上：調理員3人（ただし1人は非常勤）

定員61～150人：調理員1人加配
定員151人以上：調理員2人加配
定員240人以上：調理員3人加配
栄養士の配置を指導

定員90人以下施設　1人加算

この要請文の担当課／１～４ こども未来局子育て推進部保育課 TEL044‐200‐2662 
５ こども未来局こども支援部こども家庭課 TEL044‐200‐2671 

本市小児医療費助成費と対象者の推移 
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助成額 一般財源 通院助成対象者
（億円） （千人）

-12-



安全・安心で良好な教育環境の充実について  

【文部科学省】 

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 本市の中学校の給食は、家庭からの弁当を基本とするミルク給食を実施しています。学校に

おいては、教科や特別活動、給食の時間の中で食に関する指導を実施するなど、学校教育全体

で食育の推進を図っています。今後、育ち盛りの生徒にとって栄養バランスがあり、安全・安

心で温かい給食を提供し、さらなる食育の充実を図ることを目的に、中学校全校で完全給食を

導入することを決定し、現在、ＰＦＩ事業による共同調理場や配膳室等の整備を進めています。 

○ 本市の学校施設は、昭和４０年代後半から５０年代にかけて一斉に整備されたものが多く、

老朽化が進んでいます。こうした状況の中で、改修による学校施設の老朽化対策、教育環境の

質的向上、環境対策を行う再生整備と予防保全を基本とした長寿命化を推進するため、他都市

に先駆けて学校施設長期保全計画を策定し、早期により多くの学校の教育環境の改善を図るこ

ととしています。また、質的整備については、特に学校トイレの快適化やエレベータ設置につ

いて、学校現場や保護者のニーズが高く、計画的な取組が求められています。 

○ また、本市においては、大規模な住宅開発等に伴う子育て世代の流入により児童生徒が増加

しているため、必要な教室数を確保するなど、良好な教育環境の確保に向けた取組を進める必

要があります。こうしたことから、教育の機会均等を保障し、その水準の安定的確保を図るた

め、新設校の整備や校舎の増築などを進めることとしています。 

■ 費用 

○ 平成２９年度計画事業費 

・学校給食施設整備事業  共同調理場 事業費 約１２２．７億円 (国費 約１４．７億円） 

・老朽化等対策事業        ４１校 事業費 約  ９０．０億円 (国費 約１１．４億円)  

・質的整備事業          １２校 事業費 約   ５．２億円 (国費 約 １．２億円） 

・児童生徒増加対策事業         ５校 事業費 約 ２２．９億円 (国費 約 ２．７億円) 

１ 学校給食施設整備事業について、整備促進を図るための十分な財政措置を講ずること。 

２ 校舎等老朽化対策及び質的整備事業について、計画事業量に見合う財政措置を講ずるこ

と。 

３ 子育て世代流入による児童生徒増加への対応のため、校舎等新増改築事業について、計画

事業量に見合う財政措置を講ずること。 
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【平成２９年度の主な取組み】 

学校給食施設整備事業 

事業内容 事業年度 概算国庫支出金額 

PFI 事業による共同調理場の整備

（仮称）南部学校給食センター

（仮称）中部学校給食センター

（仮称）北部学校給食センター

PFI 事業期間

平成２７～４３年度

約１４．７億円

（２９年度）

老朽化等対策事業計画 

質的整備事業計画 

児童生徒急増対策事業計画（校舎の増築） 

学校名 事業年度 概算国庫支出金額 

末長小学校

西梶ヶ谷小学校
平成２８～２９年度

約２．０億円 

（２９年度 約１．４億円）

下小田中小学校 

井田小学校 

塚越中学校 

平成２９～３０年度 
約３．３億円 

（２９年度 約１．３億円） 

事業名 学校数 事業年度 概算国庫支出金額 

学校トイレ環境整備 ７校 平成２９年度 約１．０億円 

エレベータ設置 ５校 平成２９年度 約０．２億円 

この要請文の担当課 ／ 教育委員会事務局教育環境整備推進室  TEL 044-200-3271
           教育委員会事務局中学校給食推進室   TEL 044-200-3562
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築後45年で建替 築後80年で建替

築後80年で建替パターン(長寿命化型)
20年間平均91億円ライン

築後45年で建替パターン(従来型)
20年間平均193億円ライン

総工事費
（20年間）

築後45年建替（従来型） 約3,867億円
築後80年建替（長寿命化型） 約1,815億円

億
円

計画事業量に見合う財政措置を講ずること

再生整備事業（校舎）    １６校（平成 28～31 年度） 概算国庫支出金額 約 15.8 億円 

（29 年度 約 5.0 億円） 

再生整備事業（体育館）  １４校（平成 29年度）     概算国庫支出金額 約 2.9 億円 

予防保全事業（校舎）      ２校（平成 29年度）    概算国庫支出金額 約 0.8 億円 

予防保全事業（体育館）    ２校（平成 29年度）    概算国庫支出金額 約 0.3 億円 

外壁等剥落・落下防止工事  ７校（平成 29年度）      概算国庫支出金額 約 2.4 億円 

（平成 26 年 3 月時点）
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殿町国際戦略拠点（KING SKYFRONT）における国家戦

略特区の取組推進とイノベーション創出について 

【内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省】 

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 「国際的ビジネス拠点の形成」や「特区プロジェクトの研究開発成果の早期実用

化」に向け、法令に規定された医療機関向けの規制の特例措置に加え、医薬品・医

療機器開発の民間企業がメリットを享受できる規制改革等の実現が必要です。 

また、産業の国際競争力の強化、国際的な経済活動拠点の形成に向け、課税の特例

が広く活用されることが重要であることから、自主財源で区域内に投資活動を行う事

業者に対しても特例措置が適用されるよう要件の緩和が必要です。 

○ 国際科学イノベーション拠点整備事業による「ナノ医療イノベーションセンター」

については、少子高齢化先進国において、日常生活の中で自律的に健康を手にする

スマートライフケア社会の実現のために、これまで進めてきた研究開発・社会実装

を一層加速させることが必要です。 

１ 国家戦略特区プロジェクトの実施に必要な規制改革等を実現するとともに、自主

財源で投資活動を行う事業者でも課税の特例措置が適用されるよう、貸付要件の緩

和を行うこと。 

２ ナノ医療イノベーションセンターにおけるスマートヘルスケア社会の実現に向け

た革新的な研究開発・社会実装の着実な推進に必要な予算拡充を図ること。 

３ 産学連携によるアントレプレナー等のイノベーション創出を担う人材育成機能や

事業化促進のための施設整備に対し財政支援策を講じること。 

４ 革新的医薬品等を実用化する研究開発型企業の国際競争力強化のため、保険適用

にあたりイノベーションの成果を十分評価する制度の構築を行うとともに、予見可

能性の向上を図ること。 
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○ 国際戦略拠点である殿町キングスカイフロントにおいては、技術革新と社会実装

を加速し新分野や新産業の創出を目指すために、国内外の産・学・官・金の幅広い

人々が集う交流・連携プラットフォームづくりを行っています。こうした中、持続

的なイノベーション創出を担う人材育成機能や、事業化促進機能を充実させるため

の共同利用施設や設備の導入が必要です。あわせて、そのプラットフォームの運営

支援が必要です。 

○  革新的医薬品・医療機器・再生医療等製品の早期実用化による研究開発型企業の

成長と国際競争力強化のため、殿町国際戦略拠点では、ドラッグデリバリーシステ

ムとナノテクノロジーを活用した難治性がん等の治療や、再生医療による脊椎損傷

の治療に向けた研究開発等が進められています。こうした最先端の研究開発の成果

を社会還元していくためには、その研究成果の革新性が薬価や保険点数等に十分反

映されるような評価制度を構築するとともに、その予見可能性を向上することが必

要です。 

■ 効果等 

○ 首都圏経済の活性化・我が国の国際競争力の強化 

○ 研究開発機能の集積 

○ 最先端研究開発成果の社会還元 

この要請文の担当課／臨海部国際戦略本部国際戦略推進部 ＴＥＬ ０４４－２００－３６９０

位置図

殿町国際戦略拠点（KING SKYFRONT） 国立医薬品食品衛生研究所 

        ナノ医療イノベーションセンター（iCONM） 

富士フイルムRIファーマ㈱ 

ライフイノベーションセンター 

ぺプチドリーム（株） 

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱ 

羽田連絡道路（パース）

【開発計画】 
①ホテル棟 
②Ⅱ棟 ： ラボ 
③Ⅰ棟 ： ラボ・コンビニ 

羽 田 空 港

ジョンソン＆ジョンソン  

東京サイエンスセンター

① 

② 

③ 

川崎生命科学・環境研究センター 

（LiSE） 

・慶應義塾大学殿町タウンキャンパス

実中研 

再生医療・新薬開発センター

日本アイソトープ協会 

クリエートメディック㈱ 

大和ハウス工業㈱ 殿町 A地区
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“水素社会”の実現に向けた川崎水素戦略の着実な 

推進について 

【内閣府・総務省・経済産業省・国土交通省・環境省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 
○ 国の「エネルギー基本計画」において、水素社会の実現に向けた取組を加速する

ことが盛り込まれる中、本年３月には「水素・燃料電池ロードマップ」が改訂され、

新たな目標設定や取組の具体化が行われるなど、次世代のクリーンエネルギーであ

る水素エネルギーの重要性が一層増しています。一方、昨年末の第２１回国連気候

変動枠組み条約締結国会議（ＣＯＰ２１）での合意を受けて、温室効果ガスの削減

が喫緊の課題となっています。 

○ ２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会は、世界中の注目を集め、多

くの外国人が訪日することから、我が国の技術力を世界に発信する絶好の機会とな

りますが、本市においては、昨年３月に策定した「水素社会の実現に向けた川崎水

素戦略」に基づき、「水素供給システムの構築」、「多分野にわたる水素利用の拡大」、

「社会認知度の向上」を掲げて多様な主体と連携したリーディングプロジェクトを

推進しており、プロジェクトの社会実装に向けて取組を進めています。 

〇 水素エネルギーの普及にあたっては、水素関連のポテンシャルが高い本市をフィ

ールドとして先進的なプロジェクトを実施し、その有効性や妥当性を評価した上で

技術基準を整備し全国展開していくことが有効です。 

〇 再生可能エネルギーと水素を用いた自立型エネルギー供給システムの市街地への

導入にあたり、水素貯蔵量の上限が制約となっていることから、貯蔵方法や貯蔵量

について、法令の整備も含めた新たな視点に基づく総合的な整理が必要です。 

１ 水素・燃料電池ロードマップの着実な推進に向けて、規制改革等を積極的に進め

るとともに、財政的措置を講ずること。 

２ 水素の貯蔵にあたり、高圧未満での貯蔵や水素ステーション以外の用途での高圧

貯蔵について、水素ステーションと同様の規制緩和を検討すること。また、水素吸

蔵合金を用いた水素貯蔵方法について、安全面における技術基準を明確にするとと

もに、関係法令への位置付けを行うこと。 

３ 水素パイプラインによる水素供給について、道路への配管埋設や橋梁への添架に

対する安全性や設置に関する技術基準を早期に整備すること。 

４ 工場等に設置する環境性の高い水素関連施設については、工場立地法における環

境施設に位置付けるなど、事業者が水素の取組を実施しやすいよう環境を整備する

こと。

５ 環境性の高い水素関連のインフラ事業については、ＣＯ２削減効果等に応じた支

援策を講じること。
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〇 コスト競争力のある水素のオンライン供給を実現するためには、水素配管の埋設

等について、根拠法令や安全基準、設置基準の整備が必要です。 

〇 既存の工場や事業所等の機能更新、高機能化に向けた水素関連施設の導入促進に

あたっては、工場立地法上の緑地等について新たな特例の設置が有効です。 

〇 水素エネルギーの導入にあたっては、既存のエネルギーインフラに対して一定程

度の競争力を保有する必要があることから、ＣＯ２の排出削減量等に応じた適切な

支援措置が必要です。 

■ 効果等 
○エネルギー供給源の多様化、ＣＯ２削減、環境負荷の低減 

○水素需給の拡大と水素を起点とした新たな産業の創出 

○水素の有用性と安全性に関する理解の促進、社会受容性の向上 

○再生可能エネルギーの普及促進、エネルギーの最適利用、防災機能の向上 

この要請文の担当課／臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部 ＴＥＬ０４４－２００－２０９５

「水素社会の実現に向けた川崎水素戦略」に基づくリーディングプロジェクト 
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羽田連絡道路をはじめとする臨海部地域の交通ネット
ワーク基盤の整備・充実について

【内閣府・国土交通省】

■ 要請事項 

６

■ 要請の背景 

○ 本市の臨海部地域は、首都圏における地理的優位性や高度な研究開発機能の集積

などを強みとして、既存産業の高度化・高付加価値化や先端産業の集積・創出、物

流機能の高度化などにより活力ある地域が形成され、日本経済の発展に大きく貢献

しながら、持続的な発展を続けています。 

○ 臨海部の交通基盤は、こうした経済・産業活動を支える上で重要な役割を担って

おり、臨海部全体の活性化や大規模災害時における交通・物流機能の確保の観点か

らも交通ネットワーク基盤の整備・充実が必要であり、また東京オリンピック・パ

ラリンピックの開催が決定したことから、それを見据えた取組が求められています。 

○ さらに、羽田空港の２４時間国際拠点空港化や東アジアのハブポートを目指す京

浜港の連携強化が進む中で、首都圏の国際競争力の強化を図るためには、空港、港

湾の連携軸として、広域的な幹線道路ネットワークの整備が求められております。 

○ このような中、本市の臨海部地域では、臨港道路東扇島水江町線等が事業中であ

ります。さらに、国家戦略特区の目標を達成するためのプロジェクトの一環として

発足した「羽田空港周辺・京浜臨海部連携強化推進委員会」において、周辺のまち

づくりと一体となった戦略的な都市・交通インフラの一つとして、羽田連絡道路と

国道３５７号多摩川トンネルの整備について、関係者間で合意が図られました。 

○ 羽田連絡道路は、本市殿町地区と羽田空港跡地との連携を強化し、羽田空港を核

とした一体的な成長戦略拠点の形成を支えるインフラとして、２０２０年までの完

成に向け、本年度、都市計画の決定等の手続きを進めます。 

１ 東京湾岸地域を結ぶ道路交通網など京浜臨海部全体の交通ネットワーク基盤の

整備・充実について、東京オリンピック・パラリンピックを視野に入れた交通機

能の強化に取り組むなど、必要な措置を図ること。 

２ 国家戦略特区の目標である国際的ビジネス拠点の実現に向けて、２０２０年を

目指した羽田空港を中心とした成長戦略拠点の形成及びそれを支える羽田連絡道

路の整備には国の支援が不可欠であることから、必要な財政措置等を講ずること。 

３ 首都圏の国際競争力の強化を図るため、広域的なネットワークを構築する国道

３５７号の未整備区間について、必要な事業費を確保し、着実な整備を進めるこ

と。また、多摩川トンネルをはじめとする整備には膨大な事業費が見込まれるこ

とから、事業費の縮減や費用負担の平準化の検討を進めること。 
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○ 国道３５７号は、首都圏の広域的なネットワークを構築する幹線道路であり、 

国際競争力の強化を図るために、空港、港湾の連携軸として重要な路線です。ま

た、本市臨海部のアクセス改善や活性化及び大規模災害時における交通・物流機

能の確保の観点からも、羽田空港と大黒ふ頭間の未整備区間の整備が必要です。 

○ 国道３５７号多摩川トンネルは、事業着手に必要な調査・設計が終わったこと

から、平成２８年２月からトンネル工事に向けた現地での地質調査を実施してい

ます。 

■ 効果等 

○ 東京湾岸地域との連携強化 〇 京浜臨海部や空港周辺の一般道路交通の整序化 

〇 空港へのアクセス改善 ○ 沿道環境の改善 〇 防災機能の向上 

大崎 

五反田

品川 臨海 

副都心

鶴見

新川崎 

小杉駅 

周辺地区 

川崎駅 

周辺地区 
「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」 

（殿町国際戦略拠点 キングスカイフロント） 

浜川崎駅周辺地区 

東京港

川崎港 

横浜港

中央環状品川線（大橋～大井）

国道357号 

（東京港TN） 

東京港臨港道路Ⅱ期

羽田連絡道路 

臨海部幹線道路

高速湾岸線

東京外かく環状道路

横浜環状北線（港北～生麦） 

大井 JCT

殿町出入口大師JCT

生麦 JCT

臨港道路 東扇島水江町線 
（2018年度完成予定）

凡  例 

市内の拠点地区      

隣接都市の拠点 

基幹的広域防災拠点 

自動車専用道路（事業中及び検討中） 

一般国道（事業中及び検討中） 

その他幹線道路（事業中及び検討中） 

鉄道（計画） 

横浜 

都心

川崎アプローチ線

羽田空港 

東扇島 IC

東海道貨物支線

「アジアヘッドクォーター特区」 

（羽田空港跡地） 

国道 357 号 

多摩川トンネル 

多 

    摩 

        川

国道357号(未整備) 

東扇島

浮島JCT

この要請文の担当課／臨海部国際戦略本部拠点整備推進部   TEL 044－200－2547 
建設緑政局広域道路整備室       TEL 044－200－2039 
まちづくり局交通政策室        TEL 044－200－3546 

連絡道路橋梁イメージ図（羽田空港側より多摩川上流を望む） 

※第３回「羽田空港周辺・京浜臨海部連携強化推進委員会」の資料より抜粋

川崎縦貫道路Ⅱ期

川崎縦貫道路Ⅰ期 

（大師JCT～国道１５号） 
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